
新型コロナウイルス感染の疑いがある者発生時の報告書の提出について

新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日より感染症法における分

類が５類へ移行されたところです。

しかしながら、感染症自体が終息したわけではないことから、感染の疑い

がある者が発生した場合には、下記の「新型コロナウイルス感染の疑いがあ

る者発生時の報告書」に基づき、状況を整理し、介護保険課事業者係まで情

報提供をお願いいたします。

【様式の場所】

川口市ホームページ→組織から探す→福祉部→介護保険課→新型コロナウイルスへ

の対応について（介護事業者向け）→感染者（感染疑い）が発生した場合→新型コ

ロナウイルス感染の疑いある者（陽性者含む）発生時の報告書の提出について

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/050/singatakoronauirusu/32089.html

【提出先】

川口市 介護保険課 事業者係

メールアドレス：087.04030@city.kawaguchi.saitama.jp
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